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令和2年度入学者選抜 横浜市立高等学校への志願について

1 横浜市立高等学校の学区と学区外入学許可限度数について

金沢高校

南高校

桜丘高校・

東高校 ． 

全 lみなと総合高校

＇且 I戸塚高校

横浜商業高校

横浜サイIンス7Dンテ47高校

定時制
1横浜総合高校，

普通科

普通科

普通科

単位制普通科

単位制総合学校

単位制普通科一般コース

単位制普通科音楽コース

商業科

国際学科

スポーマネジメント科

単位制理数科

単位制総合学科

横浜市内
全域

県内全域

横浜市内

全域

募集定員の

8％以内

募集定員の

8％以内

別科];：：：高校別科 ド：：：、美容科 I 芯::： l -
※東高校の海外帰国生徒特別募集、みなと総合高校及び横浜商業高校国際学科の在県外国人等特別
募集の学区は県内全域です。

2'横浜市立高等学校への志願について
(1). 全日制への志願について

省ア 志願できる住所の要件

・志願者及び保護者の住所が神奈川県内にある人

イ学区が横浜市内全域の高校の学区内・学区外からの入学許可の扱い

しーが-ヤ, 9--9バ亨→疇，. ， 耀虚 ’繹` ．，．’.、i許可．．螂
横浜市内に住所がぁるて 済 ［云面で霰ズ学五奇‘S 、“

＇ ・ 学区外として1の表の学区外入学許可限度数以内での
横浜市外（県内）に住所がある人

入学許可

(2) 定時制、別科への志願について

ア・志願できる住所または勤務地の要件
① 戸塚高校定時制、横浜商業高校別科は、神奈川県内に住所又は勤務地がある人

② 横浜総合高校は、・神奈川県内に住所又は横浜市内に勤務地がある人

イ 横浜総合高校の学区内・学区外からの入学許可の扱い

I員喜 べ疇願奢a
〇横浜市内に住所がある人

〇横浜市内に勤務地がある人

横浜市外（県内）に住所がある人

（横浜市内に勤務地がある人を除く）

学区内での入学許可

I学区外として募集定員の8％以内での入学許可．

3 学区を横浜市内全域とする普通科、総合学科への志願にあたっての注意
(1) 学区の確認について ． 

横浜市立高等学校のうち、横浜市内全域を学区とする高等学校に志願する際、学区の確認を必要．一

とする場合があります。学区の確認については「令和2年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及：

び選抜実施要領」の 65"-"66、69"-"70ページを御覧ください。第22号様式の1により横浜市教育委員

会に学区確認申請を行う場合は、左上の「横浜」を0で囲んでください。．転居による学区確認申請の．

場合、念書（第 23号様式）を提出していただきます。また、必要に応じて同居同意書（第24号様

式）を提出していただく場合があります。

(2) 横浜総合高校への志願について

'横浜総合高校の志願に係る学区の確認については、第22号様式の 2により同校が行います。募集

期間、調査書等の提出期間及び志願変更等の受付期間は、「単位制による定時制の課程（三部制）」に
該当します。全日制と同日程になりますので注意してください。



・4 横浜市内全域を学区とする全日制の学校への志願に係る学区確認申請《参考例》

1 
県外から本県に転居予定の者
・保護者の転勤等に伴い令和

I横浜市内に転居

2年 4月1日までに県内に
居住を予定する者

（神奈川県教育委員会に第 15号様式で志 I棺i浜打打外に転居
願資格承認申請も必要）

・学区確認申請書（第22号様式の 1)

・念書（第23号様式）

必要に応じて

・同居同意書（第24号様式）

・学区確認結果通知書（第25号様式の 1)

を入学願書に添付

「15号」「横浜市立」

「第3条」を0で囲む
空

「15号」「横浜市立」 、

「第4条」を0で囲む
空欄

， 
志願者及び保護者である父母
の住所と、志願者の在学中学

校の所在地が異なる地域（横

浜市の内外）にある、公立中
学校の在学者

志願者及び保護者の住所

横浜市内

中学校の所在地

横浜市外

志願者及び保護者の住所

横浜市外（県内）

中学校の所在地

横浜市内

申請不要
（入学願書に中学校長がレ点を記入するこ
とによって申請を省略）

「第3条」を0で囲む 3つ目の口にレ点

「第4条」を0で囲む 1つ目と3つ目の口にレ点

10 
県内での転居予定者・保護者

の転勤等に伴い、志願者及び
I横浜市外（県内）から横浜市内へ転居｀

保護者が令和 2年4月 1日ま

でに転居する予定の者（ただ

し、横浜市内、又は横浜市外 I横浜市内から横浜市外（県内）へ転居
での転居を除く）

・・学区確認申請書（第22号様式の 1)

．念書（第23号様式）

必要に応じて

・同居同意書（第24号様式）

・学区確認結果通知書（第25号様式の 1)-| 「横浜市立」「第4条」
を入学願書に添付 を0で囲む

「横浜市立」「第3条」

を0で囲む 空

空

11 
保護者の一方と県内に居住

し、保護者の他の一方が志願
、者と異なる地域（横浜市の内

志願者及び保護者の一方の住所

外）に居住している者 1横浜市内

保護者の他の一方の住所

横浜市外（県内）

保護者の他の一方の住所

横浜市外（県外）

申請不要 ． 

（入学願書に中学校長がレ点を記入するこ
とによって申請を省略）

「第3条」を0で囲む

志願者及び保護者の一方の住所 l保護者の他の一方の住所

横浜市外（県内） 横浜市内 「第4条」を0で囲む

3つ目の口にレ点

• 3つ目の口にレ点

・県外の保護者の氏名・現
住所を記入する場針ま、

2つ目の口にもレ点

1つ目と3つ目の口にレ点

【お問い合わせ先】〒231-0017 横浜市中区港町 1-1
横浜市教育委員会事務局学校教育企画部高校教育課 藤本、山本

TEL O 4 5 -6 7 1 ;_ 3 8 8 7 ・. Fax O 4 5 ;_ 6 4 O -1 8 6 6 
騎



伶和2年度入学者選抜1
全日制・横浜商業高校別科

横浜市立高等学校（全日制）の入学選考手数料（受検料）・入学金の納付方法について

＜全日制課程及び横浜商業高等学校別科＞

横浜市立高等学校の入学選考手数料（以下受検料）・入学金は、原則として納付書により納付書裏画

記載の金融機関にて納付していただきます。納付書の入手については次のとおりお願いします。

巨芸合召きき己巴三ミ；さ中：：：I五；［五豆乞合ら苔五：合と合とと合1:ig：：育
【受検料の納付について】

1 納付方法

(I) 納付書の「納付書兼領収書」、「収入済証明書」、「原符」、「受入済通知書」の4つの各該当欄

に必要事項（下記、記入例の太黒枠内）を記入または0で囲んでください。

(2) 裏面の「2金融機関での納付取扱期間」の納付期間中に、納付書裏面に記載している横浜市

指定金融機関及び横浜市収納代理金融機関で記入済の納付書を添えて受検料を納付してくだ

さい。その際、金融機関から「納付書兼領収書」と「収入済証明書」（納付書の左2枚）が戻

されますので、忘れずに受け取ってください。

(3) 「納付書兼領収書」と「収入済証明書」を切り離し、「収入済証明書」のみを入学願書の裏面

にのり付けしてください。「納付書兼領収書」は保管しておいてください。

《記入例》※横浜市立高校全日制・横浜商業高校別科用の納付書は文字や枠線等が「うぐいす色」で印刷されています。

納付書兼領収書

（本人保管用）
’ 紐 2年度高等学校入学選考手数料 ： 

00260-2-960093 ． • ， 
’ 

I I I I I I ’’ ， ’’ 
I l i I I i : ， 

¥2. 200 : 
＇ 

鉗 l・

0で囲むの』

氏名 氏名を記入

住所 住所・TELを記入

志望校 0で囲む

四＇交名 中学校名記入

，＇ ， 
’ 発行局課 ’’ 

領収日付印 ： 横浜巾教育盃員会事務局
＇ 学校教育企画部 ＇ ＇ 学校支援・地域連携課 ' ＇ 

電話 045-671-3474
， ， ， 

収入済証明書

（入学願書貼付用）

令和2年度高等学校入学選考手数料
00260-2-960093 

コ工•

l I I I i l i 
l I I I I I I I 

¥2, 200 

金融機関で

0で囲むの取扱期間

氏 名 氏名を記入

住 所
住所・ TELを

記入

志望校 0で囲む

中 中学校名記入

発行局課
領収日付印横浜巾教育麟会事務局

学校教育企画部
学校支援・且地域連携課
電話 045-671-3474

R原符 ⑬受入済通知書¢ぅ

令和2年紐券学校入学選考千数料 令和2年度高等学校入学選考手数料
00260-2-960093 I 00260-2-960093 

919コエ●1 l 
I I I I I I I I I I I -1 I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 

¥2, 200 ¥2, 200 

紐機関で．

0で囲むの取扱期閉

金融機闘で

0で囲むの取扱期間

氏名 氏名を記入 氏名 氏名を記入

住所 住所・TELを記入 住所 住所 •TEL を記入

志望校 0で囲む

中学校名 中学校名記入

| 
発行局課

領収日付印横・浜巾故四ば事務局
発行局課

領収日付印横浜市教育委員会事務局
学校教育企画部 学校教育企画部
・デー・枚・女援・地域連携課 ・学校支援・地域連携課
電話 045-671-3474 電話 045-671-3474

《記入が必要な項目》必ず全項目を記入してください。記入漏れのないようにお願いします。

金融機関での取扱期間
該当の区分を0で囲んでください。 (4か所）

※横浜商業別科とは、美容科・理容科です。

氏名 受検者の氏名を記入してください。 (4か所）

住所 受検者の住所・電話番号を記入してください。 (4か所）

志望校 受検する学校名を0で囲んでください。 (3か所）

中学校名 受検者が在籍する（した）中学校名を記入してください。 (3か所）



受検料の納付にかかる注意事項

1 県立高等学校を受検する場合は、別途、神奈川県が作成している「県立高等学校の受検料・入学料

の納付方法について」をお読みください。

2 川崎市立及び横須賀市立高等学校を受検される場合は、各自で志望校に納付方法をお問い合わせく

ださい。

3 次の場合は、入学願書提出の際に高等学校の窓口にて現金で受検料を納付してください。

・ ニ次募集の志願

・ 「県立及び横浜以外の市立高等学校」から「横浜市立高等学校」への志願浚更に係る受検料の再納付

・ 「横浜総合高等学校」または「戸塚高等学校定時制」から「横浜市立高等学校の全日制」へ志願

変更する場合の受検料差額分の再納付

2 ．金融機関での納付取扱期間

募集期間 受検料の納付期間

全日制共通選抜 1/28ぬ～1/30（木） 1 /16（木） ～ 1 /29（水）

横浜商業高等学校別科
1/28凶～2/6（木） 1 /23（木） ～2/5（水）

'（美容科・理容科）

※募集期闘の最終日は、金融機関では取り扱いませんので御注意ください。

※納付期間を過ぎてしまった場合は、出願する時に受検料を高等学校の窓口にて現金で納付して

ください。

3 取扱金融機関

横浜市指定金融機関及び横浜市収納代理金融機関（納付書の裏面を御確認ください。）

4 受検料の返還

一度納付された受検料は原則として返還しません。ただし、次のような場合は返還します。

還付を申請する場合は、・中学校または横浜市立高等学校に備え付けてある「還付申請書」に金融

機関で受けとった「納付書兼領収書」をのり付けして、募集期閻終了日から 10日以内に（減免決

＇に還ヽを受ける方の＾は、 ・知 '1. 』以内に ：市 局校

育企画部学校支援・地域連携課へ提出してください。（送付先住所は下記問合せ先参照）

＜還付申請に応じる場合＞

(1) 志望校が横浜市立高等学校ではないにもかかわらず、誤って横浜市立高等学校用の納付書に

より受検料を納付してしまった場合

(2) 受検料を納付した後、入学願書提出前に志望校を横浜市立以外の高等学校に変える場合や、

志願そのものを取りやめた場合（願書提出後の志願変更の場合は返還しません）

(3) 受検料を納付した後、出願前に減免申請書類を提出していた受検料について、減免の決定を

受けた場合（減免決定後の還付も「還付の申請書の提出」が必要です）

(4) 受検料を納付書及び高等学校の窓口などで二重に納付してしまった場合

【入学金 (5,650円）の納付について】

入学金も受検料と同様に納付書で納付していただきます。詳しい納付手続や納付書の配布につい

ては、合格発表時に御案内します。

【横浜市立高等学校の入学選考手数料・入学金の納付．減免・還付に関する問合せ先】

〒231-0017 横浜市中区港町 1-1
横浜市教育委員会事務局 学校支援・地域連携課就学係（高校授業料担当）

電話 045-671-3474（直通）

受付時間：平日午前8時 45分～正午、午後 1時～午後5時 15分

（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます）

t: 



怜和2年度入学者選抜|
定時制（横浜総合・戸塚定時）

横浜市立高等学校（定時制）の入学選考手数料（受検料）・入学金の納付方法について

＜横浜総合高等学校及び戸塚高等学校定時制＞

横浜市立高等学校の入学選考手数料（以下受検料）・入学金は、原則として納付書により納付書裏面

記載の指定金融機関にて納付していただきます。納付書の入手については次のとおりお願いします。

芸窟き巨き芝三竺乞）；：中：E校：Ii歪豆五己乞合ら苔五：互合苺ミ合i:[::：育
【受検料の納付について】

1 納付方法

(I) 納付書の「納付書兼領収書」、「収入済証明書」、「原符」、「受入済通知書」の4つの各該当欄

に必要事項（下記、記入例の太黒枠内）を記入または0で囲んでください。

(2) 裏面の「2 金融機関での納付取扱期間」の納付期間中に、納付書裏面に記載している横浜

市指定金融機関及び横浜市収納代理金融機関で、記入済の納付書を添えて受検料を納付してく

ださい。その際、金融機関から「納付書兼領収書」と「収入済証明書」（納付書の左2枚）が

戻されますので、忘れずに受け取ってください。

(3) 「納付書兼領収書」と「収入済証明書」を切り離し、「収入済証明書」のみを入学願書の裏

面にのり付けしてください。「納付書兼領収書」は保管しておいてください。

《記入例》※横浜市立高校（定時制）用の納付書は文字や枠線等が「茶色」

納付書兼領収 書 ！ 収入済証明書 、

（本人保管用） ． （入学願書貼付用）

令和2年度邑寺，乎校入学選考手数料
00260-2-960093 

ヽ ． 
I I I • I I I • 
I I I I I I I I 

¥650 

志蜘及び
輝嗣c 0で囲む
の醐麒詞

氏名 氏名を記入

住所 住所・TELを記入

中 中学校名記入

発行局課
領収日付印横浜巾教育委員会事務局

学校教育企画部
学校支援・地域連携課
電話 045-671-3474 

令和2年度高等学校入学選考手数料
00260-2-960093 ． 

l I I I I I I i 
I i l i I I I 

¥650 

志望校及び
金融機関で 0で囲む
の取扱期間

氏 名 氏名を記入 ． 

住所
住所・ TELを

記入

中 中学校名記入

発行局課
領収日付印横浜巾救墨会

学校教育企画部
学校支援・地域連携課
電話 045-671-3474

R 原 符

① （納人保管） ②
 

9

9

9

9

9

 

金融機関等→納入者

細 2年農繭判奴学選考弔設料
00260-2-960093 

,,..., 
I I I I I I I I 
l I i I I I I 

¥650 

志望校及び
輝横．岡e 0で囲む
の取扱期問

氏名 氏名を記入

住所a 住所・TELを記入

発行局課
領収日付印

横救傘事品
学校教育企画部
学・地域連携課
電話 045-671-3474

③
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9
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横浜市（金融機関等保管）

で印刷されています。

R受入済通知書cう

令和2年度贔等学校入学選考手数料
l 00260-2-960093 
l ,.,.. 

I. I I ! I I I I 

I I I I I • I I 

¥650 
志望校及び
金融機関で 0で囲む
の取扱期間

氏名 ．氏名を記入

住所 住所・TELを記入

中学校名 中学校名記入

I 
発行局課

領収日付印横浜市教育委員会事務局
学校教育企画部
千…•叫・地域連携課

電話 045-671-3474

④ 横浜市（市保管）

《記入が必要な項目》必ず全項目を記入してください。記入漏れのないようにお願いします。

志望校及び金融機関での 受検戸する学校名及び受検区分に従い、「横浜総合 共通選抜」「戸塚 共通選抜」
ヽ

取扱期間 「 塚定通分割選抜」のいずれかを0で囲んでください。 (4か所）

氏名 受検者の氏名を記入してください。 (4か所）

住所 受検者の住所・電話番号を記入してください。 (4か所）

中学校名 受検者が在籍する（した）中学校名を記入してください。 (3か所）



受検料の納付にかかる注意事項

1 県立高等学校を受検する場合は、別途、神奈川県が作成している「県立高等学校の受検料・入学料

の納付方法について」をお読みください。

2 川崎市立及び横須賀市立高等学校を受検される場合は、各自で志望校に納付方法をお問い合わせく

ださい。

3 次の場合は、入学願書提出の際に高等学校の窓口にて現金で受検料を納付してください。

・ ニ次募集の志願

「県立及び横浜以外の市立高等学校」から「横浜市立高等学校」への志願変更に係る受検料の

再納付
「横浜総合高等学校」または「戸塚高等学校定時制」から「横浜市立高等学校の全日制」へ

志願変更する場合の受検料差額分の再納付

2 金融機関での納付取扱期間

区 分 募集期間 受検料の納付期間

横浜総合共通選抜
1/28ぬ～1/30（木） 1 /16（木） ～ 1 /29.（水）

戸塚 共通選抜

戸塚定通分割選抜 3/3⑳ •3/4 （水）， 2/19（水） ～ 3/3（火）

※募集期間の最終日は、金融機関では取り扱いませんので御注意ください。

※納付期間を過ぎてしまった場合は、出願する時に受検料を高等学校の窓口にて現金で納付してく

ださい。

3 取扱金融機関

横浜市指定金融機関及び横浜市収納代理金融機関（納付書の裏面を御確認ください。）

4 受検料の返還

一度納付された受検料は原則として返還しません。ただし、次のような場合は返還します。

還付を申請する場合は、中学校または横浜市立高等学校に備え付けてある「還付申請書」に金融

機関で受けとった「納付書兼領収書」をのり付けして、募集期閻終了日から 10日以内に（減免決

＇に還、を受けるの＾は｀ ：定通知受 ”1‘ 以に :市 務学

育企画部学校支援・地域連携課へ提出してください。（送付先住所は下記問合せ先参照）

＜還付申請に応じる場合＞

(1) 志望校が横浜市立高等学校ではないにもかかわらず、誤って横浜市立高等学校の納付書によ

り受検料を納付してしまった場合

(2) 受検料を納付した後、入学願書提出前に志望校を横浜市立以外の高等学校に変える場合や、

志願そのものを取りや、めた場合（願書提出後の志願変更の場合は返還しません）

(3) 横浜市立高等学校の全日制の受検料を納付した後、入学願書提出前に志望校を横浜市立高等

学校の定時制に変更する場合の差額（願書提出後の志願変更の場合は返還しません）

(4) 受検料を納付した後、出願前に減免申請書類を提出していた受検料について、減免の決定を

受けた場合（減免決定後の還付も「還付の申請書の提出」が必要です）

(5) 受検料を納付書及び高等学校の窓口などで二重に納付してしまった場合

【入学金 (1.200円）の納付について】

入学金も受検料と同様に納付書で納付していただきます。詳しい納付手続や納付書の配布につい

ては、合格発表時に御案内します。，

【横浜市立高等学校の入学選考手数料・入学金の納付・減免・還付に関する問合せ先】

〒231-0017 横浜市中区港町 1-1
横浜市教育委員会事務局 学校支援・地域連携課就学係（高校授業料担当）

電話 045-671-3474（直通）

受付時間：平日午前8時 45分～正午、・午後 1時～午後5時 15分

（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます）




